
令和６（2024）年度栃木県明るい選挙推進運動要領(案) 
 

                           栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 

                           栃木県明るい選挙推進協議会 

 

Ⅰ 趣  旨 

   民主主義の基盤である選挙が明るく行われるためには、県民一人ひとりが政治
や選挙に強い関心を持ち、主権者としての自覚と豊かな政治常識を身に付けるこ
とが不可欠の要件である。 

  このため、県及び市町の選挙管理委員会並びに県及び市町の明るい選挙推進協
議会等が一体となって、常時積極的な啓発活動を展開することが必要である。 

  この要領は、明るい選挙推進運動を県民運動として、円滑かつ効果的に推進す
るため、令和６(2024)年度における運動目標及び実施事業を定めるものである。 

 

Ⅱ  運動目標 

    この運動の推進に当たっては、次の事項を目標とする。 

  １  有権者には、主権者としての自覚をもって必ず投票するよう呼び掛ける。 
特に、若年有権者に対する呼び掛けに重点的に取り組む。 

  ２  有権者のニーズに即した手段を用いて、適宜、選挙制度の周知に努める。 

  ３  自ら考え、判断し、行動する主権者像を念頭に、政治や選挙への関心を持つ
ことの大切さを訴えるとともに、学習する機会の提供に努める。 

   特に、児童生徒等の未来の有権者の育成に重点的に取り組む。 

  ４  候補者、運動員はもとより、有権者にも買収や供応などの違反を起こすこと
なく、選挙のルールを遵守するよう呼び掛ける。 

  ５ 寄附禁止の啓発の一環として、三ない運動（贈らない、求めない、受け取ら
ない）を推進する。 

 

Ⅲ 事業計画 

   令和６(2024)年度の事業計画は次頁のとおりである。 

 

令和５(2023)年度明るい選挙啓発ポスターコンクール優秀作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       

 

  

さくら市立南小学校  ５年   

髙野  希彩（たかの  きさ）さん  

公益財団法人明るい選挙推進協会会長・  

都道府県選挙管理委員会連合会会長賞（連名） 
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Ⅰ 学校教育等における主権者教育の推進

事業項目 内容 時期等

① ポスターコンクール 小学生、中学生、高校生からの作品募集 5～10月

② 選挙啓発出前講座の実施 学校での選挙啓発出前講座の実施・支援 随時

③ 高校生向けオンラインセミナーの開催 選挙や政治への関心向上と参加を促すためのオンラインセミナーの実施 9月

4 高校３年生向けクリアファイル 高校３年生を対象に、投票を呼び掛けるクリアファイルの配布 10月

⑤ 親子連れ投票促進メッセージカード
小学校低学年の児童とその保護者を対象に、親子連れ投票を呼び掛ける
メッセージカードを配布

10月

Ⅱ 若年層への啓発

事業項目 内容 時期等

6 とちぎ選挙ユースサロンの開催 20～30代を対象とした参加体験型啓発事業の実施 通年

7 大学祭等における啓発 大学祭等における啓発用資材配布・投票呼び掛け 随時

8 若者啓発団体の活動支援 「栃っ子！選挙推進プロジェクト」の活動を支援（資材貸与等） 随時

9
「大学コンソーシアムとちぎ」と連携した選
挙啓発

「大学コンソーシアムとちぎ」と連携し大学における選挙啓発を実施 随時

⑩ 選挙啓発教材【新規】
主に「とちぎ選挙啓発サポーター」(下記Ⅳの23)の加入企業・団体での利用
を想定した選挙啓発教材を作成

12月

Ⅲ 幅広い年齢層を対象とした主権者教育の推進

事業項目 内容 時期等

11 インターネットを活用した情報発信 栃木県ホームページ、SNSによる情報発信 通年

12 新聞記事を活用した啓発 下野新聞で年間６回の啓発記事掲載 通年

13 ラジオ放送スポットＣＭ FM栃木で20秒CMを放送 通年

14 研修会への講師等派遣 市町等が開催する研修会への講師等の派遣 随時

15 啓発資材貸出 「めいすいくん」着ぐるみ、DVD等の貸出 随時

16 県民の日イベントでの啓発活動 県民の日イベントにおける啓発用資材配布、投票呼び掛け 6月

Ⅳ 推進体制の強化

事業項目 内容 時期等

17
市町選挙管理委員会・明るい選挙推進協
議会合同会議

選挙及び啓発に係る現状等の意見交換、県市町連携啓発事業の検討 2月

18 明るい選挙推進研究大会 芳賀郡市町選挙管理委員会連合会と共催で大会を開催 9～11月

19 明るい選挙推進指導員連絡会 希望する市町において指導員を対象とした連絡会を開催 1～3月

20 市町啓発事務担当者会議 情報・意見交換を通じて啓発活動を研究 8月

21 明るい選挙推進協議会の開催 常時啓発事業計画等に対する意見の聴取 3月

22 研修会等への派遣
地域コミュニティフォーラム（東京都）
若者リーダーフォーラム（埼玉県）
明るい選挙リーダーフォーラム（栃木県）

随時

㉓ 「とちぎ選挙啓発サポーター」制度の実施
選挙啓発を自主的に支援する企業や大学等を「とちぎ選挙啓発サポーター」
として募集・登録

随時

令和６（2024）年度　栃木県明るい選挙推進運動　事業計画



目　標 実　績 評　価 改善点等

①
「とちぎ選挙啓発サポート企
業・団体」登録制度の実施

登録数５団体以上
登録数９

(登録見込数11) ◎
・12月に「とちぎ選挙啓発サポーター制度」として策定、募集開始
するとともに企業等を勧誘した。引き続き企業等へ働きかける。
・企業等が活用できる選挙啓発教材を作成し、加入を促進する。

② 親子連れ投票記念証の配布
各市町選挙管理委員会に
約15,000部配分

各市町選挙管理委員会に
14,450部配分
実配布数6,961部
　　　(R５県議選)

○
・市町によっては配分数の不足があったため、市町と調整し、よ
り効果的な配布計画を策定する。
・アンケート結果を参考に、子どもの関心をより引く内容とする。

③
親子連れ投票促進メッセージ
カードの配布

約55,000部を小学校１～３
年生の児童を介して保護
者に配布

53,200部配布(２月) ○

・より適切な配布時期、配布方法について、教育委員会等と連携
して策定する。
・若手デザイナーを起用して新たにデザイン作成した。R６年度も
アンケート結果を参考に、保護者の関心をより引く内容とする。

④
明るい選挙啓発ポスターコン
クールの実施

応募点数2,440作品以上 　応募点数1,922作品 △
・県広報媒体をはじめとして、より積極的な周知を行う。
・作品募集に資する取組事例を各市町選挙管理委員会と共有
し、募集の促進を図る。

⑤
高校生向けオンラインセミナー
の実施

参加校数５校以上
参加校数65校
（７月実施） ◎

・教育委員会と連携し、同委員会が主催する「ふれあい活動高校
生のつどい」（県内高校等を対象として、活動発表や意見交換を
行う）にて実施した。
・R６年度も、多数の高校が参加できる機会を教育委員会と調整
する。

⑥
高校３年生向けクリアファイル
の配布

約２万枚作成し、全高校３
年生に配布

19,000作成し、全高校３年
生に配布（12月） ○

・若手デザイナーを起用し、高校生が普段使いできるようなデザ
インを意識して作成した。アンケートの結果、デザインについて
「良い」「まぁまぁ良い」が約95%を占めた。
・デザインや仕様等、より若者の関心を引く内容で作成する。
・適切な配布時期について、教育委員会と調整する。

⑦ 選挙啓発出前講座の実施 実施件数17件 実施件数20件 ◎
・体験を通して投票の重要性を伝える模擬選挙を再開した。
・教育委員会や学校等に働きかけ、模擬選挙含む実施件数を増
やす。

⑧
市町明るい選挙推進協議会等
との連携事業の推進

県とすべての市町明るい
選挙推進協議会等で連携
した啓発事業を実施する

市町選挙管理委員会・明る
い選挙推進協議会合同会
議を開催（２月）

○

・R６知事選における連携啓発事業について協議し、実施を決定
した。引き続き、各市町と調整を重ね、連携啓発事業を実施す
る。
（実施案「県下一斉啓発デーの設定」「25市町ご当地めいすいく
んの作成」）

⑨
大学等のポータルサイトを活用
した啓発の実施

５校以上での掲載
掲載大学等５校
（R５県議選） ○

・「大学コンソーシアムとちぎ」と連携し、県内大学等に依頼、実
施した。
・掲載文例を記載するなど、大学等の実施に便宜を図るととも
に、外部からの周知依頼の制限等、大学等の事情に配慮して実
施する。

⑩ 若者向け選挙啓発動画の配信 配信回数140万回以上
配信回数約131万回

（R５県議選） ○

・CMにおけるキャスティングや構成等、若者の関心をより引く内
容で作成する。
・引き続きデジタルターゲティング広告としてより効果的な実施を
図る。

⑪
ＧＰＳデータを用いたデジタル
ターゲティング広告の配信

配信回数30万回以上
配信回数約34万回
（R５県議選） ○

・上記⑩の動画と共通したキャスティングにより、選挙啓発に統
一感を持たせた。
・引き続きデジタルターゲティング広告としてより効果的な実施を
図る。

令和５（2023）年度重点取組事業　事業評価

事業項目

凡例 ◎：目標を上回る ○：目標達成 △：目標を下回る
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栃木県選挙管理委員会

令和６（2024）年度 重点取組事業

⑨ 大学等のポータルサイトを活用した啓発の実施

⑦ 親子連れ投票記念証の配布

⑩ 若者向け選挙啓発動画の配信

⑪ ＧＰＳデータを用いたデジタルターゲティング広告の配信

① 明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施

④ 親子連れ投票促進メッセージカードの配布

⑥ とちぎ選挙啓発サポーター制度の実施

③ 高校生向けオンラインセミナーの実施

② 選挙啓発出前講座の実施 ⑧ 県市町連携事業の実施 【新規】

⑤ 選挙啓発教材の作成 【新規】

１ 学校教育等における主権者教育の推進

２ 若年層への啓発

３ 推進体制の強化

４ 選挙時における啓発



重点取組事業① 明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施

事業の概要

小学生、中学生、高校生を対象としたポスターコンクールを開催して、参加者等への選挙啓発を図る。

背 景

・（公財）明るい選挙推進協議会等の主催により、同ポスターコンクールが例年実施されている。
→市町選管では１次審査として、県選管では２次審査としてコンクールを実施

・将来の政治や選挙への参加意欲を醸成するためには、学校における主権者教育が重要となる。
・ポスターの作成を通して、政治や選挙に触れることで、児童や生徒の主権者教育を推進する。

内 容

目 標

・優秀賞、入選、佳作を選定し、優秀賞作品を３次審査応募作品とする。
・各学校への案内、県ＳＮＳや広報媒体、県内商業施設へのチラシ設置などにより周知する。
・優秀賞作品については、作品展示や表彰式の実施、選挙公報や啓発資材への掲載など、選挙
啓発に活用する。

優秀賞作品について選挙啓発に積極的に活用する（４件以上目標）とともに、
市町におけるポスター作品の活用を働きかける。

「未来の有権者の育成」Ⅱ 「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ

R5( 公財)明るい選挙推進協
会会長・都道府県選挙管理委
員会連合会会長賞(連名)



重点取組事業② 選挙啓発出前講座の実施

事業の概要

背 景

・平成27年の公職選挙法の改正により、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、主に新有権者となる高校生を
対象として選挙啓発出前講座を開始した。

・学校の生徒会役員選挙の投票日に併せて実施するなど、学校等と連携・協力して実施してきた。

内 容

目 標

学校等との連携を強化し、25件以上の実施を目指す。また、市町
が実施する出前授業についても、教育委員会や学校に実施を働き
かけ、実施選管数10以上を目指す。

学校等を対象とした選挙啓発出前講座を実施して、受講した生徒等の選挙制度への理解を深め、選挙の大切さを伝えると
ともに、主権者として選挙への主体的な参加を促す。

・学校等の希望に応じて、体験を重視した模擬投票を併せて
実施する。

選挙クイズ

・講義の合間には、選挙に関するクイズを出題したり、動画を
上映することで、受講者の関心を引く構成で実施する。

とちぎ選挙啓発動画
「どうでもいいよ」

「未来の有権者の育成」Ⅱ 「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ「惹きつける啓発活動」Ⅰ



重点取組事業③ 高校生向けオンラインセミナーの実施

事業の概要

高校生を対象に選挙や政治への関心の向上と参加を促すためのオンラインセミナーを実施する。

背 景

・高校生の多くが在学中に新有権者となるため、啓発対象として重要。

内 容

目 標

教育委員会や高校等と連携・調整して、５校以上を対象に実施する。

・オンライン形式にすることで、複数の学校が参加できるようにする。
・一方向の講義形式ではなく、クイズ等を交えた双方向的な内容とする。
・講師の相手役としてお笑い芸人等が参加することで、楽しく政治や選挙について学べる。

1993年神奈川県横浜市生まれ。
時事YouTuberとして、政治や教育現
場を中心に取材し、若者に社会問題
を分かりやすく伝える。
18歳選挙権をきっかけに、株式会

社笑下村塾を設立し、出張授業「笑
える！政治教育ショー」「笑って学
ぶSDGs」を全国の学校や企業、自治
体に届ける。

講師：たかまつなな氏

（時事YouTuber 、(株)笑下村塾 代表取締役）

・高校の必修科目として「公共」がスタートし、主権者教育の気運が高まっている。
・教育委員会や高校と選挙管理委員会が連携することで、より効果的に主権者教育を推進する。

「未来の有権者の育成」Ⅱ 「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ「惹きつける啓発活動」Ⅰ



重点取組事業④ 親子連れ投票促進メッセージカードの配布

事業の概要

親子連れ投票を呼び掛けるメッセージカードを小学校低学年の児童の保護者に配布し、親子連れ投票の促進を図る。

背 景

・子どもの頃に親の投票についていったことがある人は、ない人と比べて投票率が
高い。→未来の有権者を育む観点から、親子連れ投票の促進は重要。

内 容

目 標

適切な時期に約55,000部を小学校１～３年生の児童を介して保護者に配布する。

・教育委員会や小学校と連携し、小学校において児童に配布し、その児童から保護
者に渡してもらう。

・カードにQRコードを記載して保護者にアンケートを実施する。
・県明るい選挙啓発ポスターコンクールの作品を掲載して啓発に活用する。

・親子連れ投票が原則可能となったことや、親子連れ投票の重要性を保護者に周知
することで、親の投票と親子連れ投票の促進に繋がる。

R５年メッセージカード

「未来の有権者の育成」Ⅱ 「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ



「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ

重点取組事業⑤ 選挙啓発教材の作成 【新規】

事業の概要

主に「とちぎ選挙啓発サポーター」(重点取組事業②)の加入企業・団体での利用を想定した選挙啓発教材を作成する。

背 景

・政治意識の向上には、継続的な選挙啓発が重要→社会人になってからの選挙啓発の機会が少ない現状

内 容

目 標

とちぎ選挙啓発サポーターの意見を踏まえつつ、令和６(2024)年中の完成を目指す。

・企業等の利用しやすいように、e-ラーニング形式で作成する。
・政治意識の向上と併せて、寄付禁止等の法令遵守の側面も重視する。
→企業等にとって、社員の法令遵守、リスクマネジメントの観点からメリットがある。

「惹きつける啓発活動」Ⅰ

・選挙啓発教材を作成し、企業等が社員研修等に利用することで、継続的な選挙啓発を実施する。



「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ

重点取組事業⑥ とちぎ選挙啓発サポーター制度の実施

事業の概要

選挙啓発を自主的に支援する企業や大学等を「とちぎ選挙啓発サポーター」として募集・登録し、若年層社会人・学
生への投票促進を図る。

背 景

・若年層の社会人や学生に向けた「惹きつける啓発活動」→企業や大学等を介しての実施が効果的
・県が登録することで、企業や大学等が自主的な選挙啓発活動に取り組みやすい環境構築を促進する。
・社会貢献の側面から企業や大学等のイメージアップに繋がる。

内 容

目 標

企業や大学等に登録を働きかけ、令和６(2024)年度中に20以上の登録を目指す。

・投票参加の重要性を認識し、選挙啓発活動に取り組む企業や大学等を登録する。
・【登録企業等に求める取組例】
選挙啓発教材(重点取組事項①)の利用、選挙出前講座の実施、施設内における啓発ポスター掲示、ホームページやSNS
における電子バナー等掲出、ノー残業デー等における期日前投票の推奨・呼び掛け など

・登録した企業や大学等の一覧や取組については選挙管理委員会のホームページで公開する。

「惹きつける啓発活動」Ⅰ



「未来の有権者の育成」Ⅱ

約50,000部を各市町選挙管理委員会へ配分して期日前投票所等における配布を依頼するほ
か、アンケートの実施や配布実績の確認をすることにより事業の評価を図る。

目 標

内 容

背 景

事業の概要

重点取組事業⑦ 親子連れ投票記念証の配布

選挙時啓発として、主に小学生をターゲットに、親子連れ投票を体験したことの記念となる
「親子連れ投票記念証」を配布する。

親子連れ投票を行った保護者に対するアンケートで、「親子で投票所に行ったことを記念するも
のがあるといい」といった意見があった。

・「めいすいくん」や「とちまるくん」をあしらった子どもが関心を持つデザインとする。
・親から子どもへ手渡しする形をとることで、家庭内での主権者教育（選挙啓発）を期待する
とともに子どもにとって、投票所へ行った経験が原体験としてより強く記憶に残るようにする。

R5県議選版

「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ



重点取組事業⑧ 県市町連携啓発事業の実施 【新規】

事業の概要

選挙啓発において、県と市町とが連携して啓発事業を実施する。

背 景

・選挙啓発をより効果的に実施するためには、県と市町との連携が重要となる。

・県と各市町の選挙管理委員会、明るい選挙推進協議会等との連携事業を展開し、県と市町の選挙啓発の機運を高める。

内 容

目 標

・出前授業(主権者教育)の全県展開 ・25市町ご当地めいすいくんの作成

・併せて県市町相互で選挙啓発における取組事例を共有し、今後の連携強化を図る。

「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ「惹きつける啓発活動」Ⅰ

・出前授業(主権者教育)の全県展開 県25件実施 実施選管数10市町
・25市町ご当地めいすいくんの作成



重点取組事業⑨ 大学等のポータルサイトを活用した啓発の実施

事業の概要

大学等の学内ポータルサイトを介して、若年有権者を含む学生に向けた期日周知等を行う。

背 景

・年齢階層別投票率で特に投票率が低い20～24歳の若者に向けた啓発が必要となる。

・同年齢階層の若者として主に大学等に所属している者が多いと予想される。

・学生は、大学等からのお知らせやWebサービスなどを受ける際、学内ポータルサイトを利用することが多い。

内 容

目 標

大学等に働きかけ、５校以上での掲載を目指す。

・大学等と連携して、学内ポータルサイトに選挙管理委員会からの期日周知等のお知らせを掲載してもらう。

・大学等との連携に際しては、大学等の政治的中立や学内自治等に配慮する。

「社会総がかりの体制づくり」Ⅲ「惹きつける啓発活動」Ⅰ



重点取組事業⑩ 若者向け選挙啓発動画の配信

事業の概要

選挙時啓発として、若者向け選挙啓発動画を作成し、若年有権者の投票促進を図る。

背 景

・R4参院選→全年齢向けの15秒ＣＭ動画に加えて、
同一のキャスト（Ｕ字工事）で若者向けＣＭ動画を作成

・R5県議選→県議選という地域性の強い選挙であることや、栃木県における県民
の歌認知度が高いことから、堀優衣さん(歌手、足利市出身)を起用

内 容

目 標

若者の意見等を踏まえ、より若者が関心を持つ内容とし、合計140万回の配信を目指す。

若者向けに特化した動画の配信
・選挙広告であることを前面に出すと、避けられる。
→一見、選挙との関係性が無いような構成とする。

・長時間の動画は好まれないため、短時間のものにする。

R5県議選

「未来の有権者の育成」Ⅱ「惹きつける啓発活動」Ⅰ



重点取組事業⑪ ＧＰＳデータを用いたデジタルターゲティング広告の配信

事業の概要

スマートフォンの位置情報（GPS）データを活用し、指定したエリア内の有権者の利用アプリ内へバナー広告を配信する。

背 景

・多くの若者がスマートフォンアプリを利用しており、広告を目にする機会が多い。

内 容

目 標

若者の意見等を踏まえ、より効果的な内容とし、合計30万回の配信を目指す。

・スマートフォンアプリを配信先対象メディアとする。

R５県議選 デジタルバナー

・広告表示は県内にいる人に向けて行うことで、より効果的に実施できる。

・ＧＰＳデータを活用し、栃木県内にいる若者をターゲットにして広告を配信する。

クックパッド 食べログ 乗換NAVITIME Pixiv マンガBANG
Yahoo! JAPAN

配信先対象メディア

など

「未来の有権者の育成」Ⅱ「惹きつける啓発活動」Ⅰ



会議録の公表等について 

 

１ 選挙管理委員会開催の記者発表について（案） 

・土・日・祝日を除く３日前までに、県政記者クラブに選挙管理委員会の開催について資

料提供を行う。 

 

２ 会議録の公表について（案） 

・委員会終了後１週間を目途に会議録を作成し、メールにて各委員に送付する。各委員か

ら確認の連絡をいただき次第、県 HPにて公表する。 

・公表するのは、非公開部分と署名欄を除いたものとする（別紙案のとおり）。 

・１月 24日開催の選挙管理委員会の会議録から公表を開始する。 

 

３ 選挙管理委員会の公開について 

原則は公開であるが、例外的に非公開としている。根拠規定は以下のとおり。 

 

【栃木県選挙管理委員会規程】 

第９条 地方自治法及び本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等委

員会の議事に関しては、県の議会会議一般の例による。 

 

【栃木県議会委員会の傍聴に関する指針】 

３ 傍聴の許可等 

   委員長は、次のいずれかに該当する場合を除き、委員会の傍聴を許可するものとする。

ただし、栃木県議会傍聴規則第９条の規定に該当する者が傍聴を希望する場合はこの

限りではない。 

① 「栃木県議会情報公開条例」第７条各号に定める情報に該当するものと認められ

る事項を審議する場合 

② 傍聴を許可することにより、委員会の公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生

じると認められる場合 

 

【栃木県情報公開条例】 

(公文書の開示義務) 

第 7条 実施機関は、開示請求があったときには、開示請求に係る公文書に次の各号の

いずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除

き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。 

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができな

いとされている情報 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e101RG00000095.html#e000000165
0272141
テキストボックス
資料３



(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録

に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。次条第 2項において同じ。)により特定の個人を識別することができ

るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することによ

り、なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を

除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されてい

る情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認

められる情報 

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和 22年法律第 120号)第 2条第 1項に規定

する国家公務員(独立行政法人通則法(平成 11年法律第 103号)第 2条第 4項に規定

する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保

有する情報の公開に関する法律(平成 13年法律第 140号)第 2条第 1項に規定する

独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和 25年法

律第 261号)第 2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員

をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき

は、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する

情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、公開することが必要であると認められる情報を除く。 

ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであっ

て、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の

当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると

認められるもの 

(4) 県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することに

より、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当

に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利

益を及ぼすおそれがあるもの 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e101RG00000095.html#e000000231


(5) 県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人

が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれ

その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業

に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

(6) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつ

き相当の理由がある情報 

 



 第756回栃木県選挙管理委員会会議録 

１ 日  時   令和６年１月24日（水） 午後１時30分から午後２時45分まで 

 

２ 場  所   選挙管理委員会室  

 

３ 出 席 者  委   員  青 田 賢 之 

委   員  金 田 尊 男 

委   員  杉 田 明 子 

委   員  松 永 安優美 

書 記 長  菅 俣 宗 良 

書記長代理  朝 倉 雄 一 

選 挙 係 長  大根田 起 司 

主   査  松 本 祥太郎 

主   任  百 瀨 英 真 

書   記  店 網 有 哉 

書   記  黒 後 達 也 

 

４ 付議事件 

（１） 議題 

議案第１号 栃木県選挙管理委員会委員長の選出について 

（２） 報告事項 

ア 選挙管理委員会の概要及び運営について 

イ 令和５年４月 23日執行小山市議会議員選挙に係る裁決取消請求事件の答弁書について 

ウ 市町選挙の結果について 

エ その他  

 

５ 会議内容 

 書記長は、開会を宣し、本日の会議は、委員改選後初めての委員会であることから、新委員長

が選出されるまでの間、栃木県選挙管理委員会規程第５条の規定に基づき、委員長の職務を書記

長が行う旨述べた。 

 次に書記長は、議事に入る旨述べ、議案第１号は、「栃木県選挙管理委員会委員長の選出につ

いて」であり、栃木県選挙管理委員会規程第１条の規定により、無記名投票あるいは指名推薦に

よることとなっているが、いずれにするか各委員に諮った。 

 松永委員は、指名推薦によるのが適当である旨述べた。 

 書記長は、他の委員に対し、松永委員から発言のあった指名推薦が適当である旨の意見につい

て諮った。 

 青田委員、金田委員及び杉田委員は、異議がない旨述べた。 

 書記長は、指名推薦で委員長を選挙する旨述べ、各委員に委員長候補の推薦を求めた。 

 松永委員は、金田委員を委員長に推薦する旨述べた。 

 書記長は、他の委員に対し、松永委員から発言のあった金田委員を委員長として推薦する意見

について諮った。 

 青田委員及び杉田委員は、異議がない旨述べた。 

 書記長は、金田委員を委員長に決定する旨述べ、委員長が決定したので、これからの会議の進

行を委員長にお願いし、地方自治法第187条第３項では、委員長が委員長の職務代理を指定するこ

ととなっているため、併せてお願いする旨述べた。 

 委員長は、就任の挨拶を行った後、委員長職務代理について、青田委員を指定する旨述べ、青

田委員はこれを了承した。 

 次に委員長は、報告事項ア「選挙管理委員会の概要及び運営について」事務局に説明を求めた。 

 書記長は、本件は選挙管理委員会の概要や運営について説明するものであり、詳細については

選挙係長から説明する旨述べた。 



 選挙係長は、資料に基づき詳細に説明した。 

 杉田委員は、政治資金規正法について、委員として行う事務はあるのか事務局に問うた。 

 選挙係長は、収支報告書受付などの事務は事務局で行い、毎年11月に前年分の提出状況等を委

員会にて報告する旨述べた。 

 委員長は、収支報告書の未提出者には提出命令を出すのか、また罰則の適用はあるのか事務局

に問うた。 

 選挙係長は、未提出者には催促の通知を送る旨述べた。また、未提出の場合は刑事罰がある旨

述べた。また、２年連続未提出の場合は、その政治団体は寄附を受けることや支出をすることが

できなくなる旨述べた。 

 委員長は、その際には委員会での議決が必要か事務局に問うた。 

 選挙係長は、委員会で議決する必要はない旨述べた。 

 次に委員長は、報告事項イ「令和５年４月23日執行小山市議会議員選挙に係る裁決取消請求事

件の答弁書について」事務局に説明を求めた。また、本件は係争中のため非公開とする旨述べた。 

（非公開） 

 次に委員長は、ここからは再び公開とする旨述べ、報告事項ウ「市町選挙の結果について」事

務局に説明を求めた。 

 書記長は、資料に基づき説明した。 

 委員長は、各委員に質疑を確認したが、質疑はなかった。 

 次に委員長は、報告事項エ「その他」について事務局に説明を求めた。 

 書記長は、１点で、次回委員会の日程についてであり、２月委員会は令和６年２月22日（木）

の午後１時から、３月委員会は令和６年３月19（火）午後２時からとしたい旨述べ、了承された。 

 委員長は、会議録の公開、オンラインによる委員会の開催、委員会開催日の２～３ヶ月前の日

程調整について、事務局においてやり方を検討してほしい旨述べた。 

 委員長は、本日の委員会の議事は全て終了したことを述べ、会議の閉会を宣した。 

 



 

 

 

令和５年度 

都道府県選挙管理委員会連合会 

関 東 甲 信 越 静 支 会 

 

第２回総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月９日（金） 

  オンライン開催（埼玉県） 
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      ○令和５年度都道府県選挙管理委員会連合会選挙表彰者について--------１０ 

    

（参 考 資 料） 

  ○諸会議の開催経過及び開催予定一覧 

○都道府県選挙管理委員会連合会関東甲信越静支会規約 

○都道府県選挙管理委員会連合会関東甲信越静支会 

講習会等実施支援事業 概要 

 



 

令和５年度 

芳賀地区選挙をきれいにする 

運 動 推 進 大 会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（明るい選挙イメージキャラクター「めいすいくん」ファミリー） 

 

 

 令和６年２月７日（水） 

益子町民会館 大ホール 

 
みんなで守ろう。 

明るい選挙。 
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令和５年度 芳賀地区選挙をきれいにする運動推進大会日程 

 

 

 

時    間 内      容      等 

１３：３０～１４：００ 

 

１４：００ 

 

 

１４：００～１４：２０ 

 

 

 

 

１４：２０～１４：２５ 

 

 

１４：２５～１４：３０ 

 

 

１４：３０～１４：４０ 

 

 

１４：４０～１５：４５ 

 

 

 

１５：４５ 

受  付 

 

開  会 

 益子町選挙管理委員会委員長職務代理   野 澤 一 志 

 

主催者挨拶 

益子町明るい選挙推進協議会会長     久 野 信 弘 

芳賀郡市町選挙管理委員会連合会会長   細 川 清 一 

栃木県選挙管理委員会委員長       金 田 尊 男 

 

来賓挨拶 

益子町長            広 田 茂 十 郎 様 

 

宣言決議 

 益子町選挙管理委員会委員長       菊 地   隆 

 

感謝状贈呈 

 

 

講  演 

『地域で取り組む狛江市の主権者教育』 

講師 狛江市副市長 平 林 浩 一 氏 

 

閉  会 

 真岡市選挙管理委員会委員長職務代理者  磯     忠 
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趣    旨 

主    催 

参  加  者 

 

 

 「選挙」は民主政治の重要な基盤である。したがって、国民の一人ひとりが「選挙」

の重要性を認識し、常に明るくきれいな選挙の実現に努めてこそ、健全な民主主義の

発展が望めるものである。 

 本大会は、明るくきれいな選挙を真に国民の間に浸透させる運動の一環として「金

のかからないきれいな選挙」と「投票総参加」の実現のために開催するものである。 

 

 

 

 

 ・ 真 岡 市 選 挙 管 理 委 員 会  ・ 真岡市明るい選挙推進協議会 

 ・ 益 子 町 選 挙 管 理 委 員 会  ・ 益子町明るい選挙推進協議会 

 ・ 茂 木 町 選 挙 管 理 委 員 会  ・ 茂木町明るい選挙推進協議会 

 ・ 市 貝 町 選 挙 管 理 委 員 会  ・ 市貝町明るい選挙推進協議会 

 ・ 芳 賀 町 選 挙 管 理 委 員 会  ・ 芳賀町明るい選挙推進協議会 

 ・ 芳賀郡市町選挙管理委員会連合会  ・ 栃木県明るい選挙推進協議会 

 ・ 栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 

 

 

 

 

 ・ 選挙管理委員会委員長、委員  ・ 各 教 育 団 体 

 ・ 明る い 選挙 推 進協 議会 委 員  ・ 各 女 性 団 体 

 ・ 明 る い 選 挙 推 進 指 導 員  ・ 農 協 女 性 部 

 ・ 自 治 会 連 合 会  ・ 母 子 福 祉 会 

 ・ 民生 委 員 ・ 児 童委 員 協 議 会  ・ 遺 族 会 連 合 会 婦 人 部 

 ・ 地 域 公 民 館 連 絡 協 議 会  ・ 青少年クラブ協議会（４Ｈクラブ） 

 ・ シ ニ ア ク ラ ブ  ・ その他明るい選挙推進運動関係者 
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宣    言 （案）  

 

 民主主義の基盤である選挙が、明るく公正に行われるためには、国民一人ひとりが

政治や選挙に強い関心を持ち、主権者としての自覚と豊かな政治常識、高い選挙モラ

ルを身につけることが必要不可欠です。 

 しかし、実際には依然として後を絶たない選挙違反や投票率の低下傾向など、必ず

しも私たちが理想とする選挙が行われているとは言えません。 

 そこで、私たちは、より一層、政治意識の向上に努め、投票総参加ときれいな選挙

を呼びかける「明るい選挙推進運動」に取り組んでいかなければなりません。 

 私たちは、選挙が国民の自由意志により公正かつ適正に行われるよう政治意識の向

上に努め、明るい選挙推進運動を次の三つの目標を掲げて根強い啓発運動を展開しま

す。 

 

一 有権者の自覚をもって、必ず投票に参加しよう。 

一 「贈らない、求めない、受け取らない」の三ない運動を推進しよう。 

一 選挙のルールを守り、きれいな選挙を実現しよう。 

 

 以上、本大会の決議により宣言します。 

 

 

  令和６年２月７日 

 

 

 

芳賀地区選挙をきれいにする運動推進大会 
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記  念  講  演 

 

 

 

『地域で取り組む狛江市の主権者教育』 

 

 講師 狛江市副市長 平林
ひらばやし

 浩一
こういち

 氏 

 

【所属・役職】狛江市副市長（東京都） 

【略 歴】 

・狛江市役所入庁（1982） 

・自治省選挙部管理課派遣研修（1991） 

・狛江市福祉保健部長（2013～2016） 

・狛江市教育部長（2016～2019） 

・狛江市総合的な主権者教育計画策定委員会委員長（2017～） 

・狛江市副市長（2019～） 

【活動実績】 

<研修等> 

・全国市町村国際文化研修所、市町村アカデミー「選挙事務実務研修」講師 

・全国特別支援学校知的障害教育校 PTA連合会研修講師 

・各選挙管理委員会主催研修講師 

・各福祉団体等主催研修講師 

・NHK「みんなの選挙」 

<寄稿等> 

・投票支援 DVD「投票に行こう！」監修（2016）l 

・第一法規出版：自治実務セミナー2016年７月号 

「知的、発達障害者への投票支援‐狛江モデルの取組‐」 

・全国手をつなぐ育成会連合会機関紙： 

手をつなぐ 2013年９月号「全国初の取り組み成年被後見人『体験投票』でわかった課題」 

・代理投票制度リーフレット作成（2023） 

 

２０１８年から総務省主権者教育アドバイザーに就任され、全国の選挙管理委員会から依頼

を受け、各地で講演をされています。 





















































議会（本会議） 議会（委員会） 選挙管理委員会 人事委員会 労働委員会 収用委員会 教育委員会

地方自治法 地方公務員法 労働組合法 土地収用法
地方教育行政の組
織及び運営に関す

る法律

地方自治法113、
116①

地方自治法109⑨
栃木県議会委員会
条例13、14①

地方自治法189①、
190

地方公務員法11①
～③

労働委員会規則6
①、7②

土地収用法60②③
地方教育行政の組
織及び運営に関す
る法律14③④

S25.6.8行政実例
R2.4.30総務省通知
R2.7.16総務省通知

R2.4.30総務省通知
R2.7.16総務省通知
栃木県議会委員会
条例13の2

検討していない
労働委員会規則16
の2

R3.5収用ＱＡ R2.7.28文科省通知

不可 可 検討中 検討していない 可 可 可

本
県

オンライン開
催実績

なし なし なし なし あり なし なし

※　各法令ともに、オンライン開催を不可とする明文の規定はなく、もっぱら「出席」の解釈いかんによるもの

※　議会（本会議）については、議事機関としての組織の性格にかんがみ、法令の「出席」の概念を極めて厳格に解しているものと考えられる

オンライン開催に
係る規定等

規定等によるオン
ライン開催の可否

組織の性格

根拠法

オンライン開催に関する状況

定足数や議決に係
る「出席」の規定

議事機関（地方自治法89） 執行機関（地方自治法138の２～４、180の５）

地方自治法
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